
 

保証制度に関する認定要件 
 鹿児島市では、新型コロナウイルス感染症等について、以下の保証制度等に関する認定を行っています。 
 

保証の種類 セーフティネット保証５号 経済環境変化等 

関係法令等 中小企業信用保険法第２条第５項第５号 鹿児島市中小企業融資実施要綱 

認定要件 

国が指定する業種を営んでおり、原則と

して、最近３か月の売上高等が前年同期

に比して５％以上減少していること。 

市が指定する業種を営んでおり、最近３

か月の売上高等が前年同月に比して

５％以上減少していること。 

指定期間等 

※必要に応じて 

   延長されます。          

令和７年７月１日～令和７年９月３０日 令和７年７月１日～令和７年９月３０日 

 

融資制度 
 セーフティネット保証等の認定を受けることにより次の融資制度の利用が可能になります。 

  【運：運転資金 設：設備資金】 

  鹿児島市中小企業融資制度 鹿児島県融資制度 協会制度 

資金・制度 
経営安定化資金 

（経済環境変化等） 
経営力強化資金 ※1 経営力強化保証制度 

対象者 
（利用保証制度等） 

経済環境の変化や桜島降灰の影響等

により一時的に売上等が減少してい

るなど、特に市長が認める方 

金融機関及び認定経営革新等支援機関

の支援を受けつつ、自ら事業計画の策

定並びに計画の実行及び進捗の報告を

行う方 

⑴セーフティネット保証５号 

  (既往の新型コロナウイルス感染症関

連保証に係る借入金を借り換える場

合に限る。) 

⑵その他の方 

金融機関及び認定経営革新等支援機

関の支援を受けつつ、自ら事業計画

の策定並びに計画の実行及び進捗の

報告を行う方 

融資限度額 運・設 ３，０００万円 運・設 5，０００万円 
運・設 2億円 8,000万円 

(無担保扱額 8,000万円まで) 

融資期間 
（うち据置期間） 

運  ７年以内（据置２年以内） 

設 １０年以内（据置２年以内） 

運    5年以内(据置 1年以内) 

設    7年以内(据置 1年以内) 

借換 10年以内(据置 1年以内) 

 

運    5年以内(据置 1年以内) 

設    7年以内(据置 1年以内) 

借換 10年以内(据置 1年以内) 

一括返済の場合は 1年以内 

信用保証料率 年０．０９%～０．３８%（4／5補助後） 

対象者⑴ 年 0.48%※2 

対象者⑵ 年 0.13%～1.43%※2 

 (いずれも、補助後) 

一般 

SN5号 

年０．45％～1.75% 

年０．80％ 

融資利率 

１年以内 

１年超 ３年以内 

３年超 ５年以内 

５年超 ７年以内 

７年超１０年以内    

年１．75％ 

年１．95％ 

年２.０５％ 

年２.25％ 

年２.35％ 

１年以内 

１年超 ３年以内 

３年超 ５年以内 

５年超 ７年以内 

７年超１０年以内 

年１．75％ 

年１．95％ 

年 2.05％ 

年 2.25％ 

年 2.35％ 

金融機関所定の利率 

資金・制度 
経営安定化資金 

（セーフティネット保証対応） 
セーフティネット対応資金 

経営安定関連保証 

（セーフティネット保証） 

対象者 
（利用保証制度等） 

セーフティネット保証５号 セーフティネット保証５号 セーフティネット保証５号 

融資限度額 運・設 3,000万円 運・設 5,000万円 
運・設 ２億 8,000万円 

（無担保扱額 8,000万円まで） 

融資期間 
（うち据置期間） 

運  ７年以内（据置２年以内） 

設 １０年以内（据置２年以内） 

運  ７年以内（据置２年以内） 

設 １０年以内（据置３年以内） 
10年以内（据置１年以内） 

信用保証料率 ５号 年 0.16％（4/5補助後） 5号 年 0.62％※2 5号 年 0.80％ 

融資利率 

１年以内 

１年超 ３年以内 

３年超 ５年以内 

５年超 ７年以内 

７年超１０年以内    

年１．75％ 

年１．95％ 

年２.０５％ 

年２.25％ 

年２.35％ 

１年以内 

１年超 ３年以内 

３年超 ５年以内 

５年超 ７年以内 

７年超１０年以内    

年１．75％ 

年１．95％ 

年 2.05％ 

年 2.25％ 

年 2.35％ 

金融機関所定の利率 

※1当該資金については、セーフティネット保証関連以外の対象者要件もあり、融資条件は対象者要件により異なる 

※2かごしま「働き方改革」の推進企業、パートナーシップ構築宣言の宣言事業者又は鹿児島 SDGs登録制度の登録事業 

 者は、さらに 0.1%引下げ 

○問合せ先 

 【鹿児島市産業支援課】 山下町１１－１市役所みなと大通り別館５階 ＭＡＰ① ℡216－1324 

 【鹿児島県中小企業支援課】 鴨池新町１０－１ ℡2８6－２９４６ 

 【鹿児島県信用保証協会保証部】 加治屋町１４－３ ＭＡＰ⑨ ℡223－0271                                          

 ８ 

◇経営安定等のために資金を必要とする事業者の皆様へ◇ 
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